
 

 

１ [原因]・・・ウィルスに感染した、加熱不十分な二枚

貝等の食品や感染した人からのふん便や嘔吐物や飛

沫などで感染します。 

２ [症状]・・・吐き気・腹痛・下痢・微熱（1～2 日）

潜伏期間 24～48 時間 
  ※感染しても症状の出ない場合や軽い風邪のような症状もあ

ります。 

３ [予防のポイント]・・・①健康管理 ②手洗い（特に

トイレの後、料理の前） ③塩素消毒(漂白剤) ④感

染者の嘔吐物の取り扱いに注意 

 

 

 

平成27年11月・12月 

 石神井支所からのご案内 
連絡先：石神井高齢者相談センター石神井支所 ０３－５９２３－１２５０ 
 

 

 

 

 

 

『介護何でも相談』 
  場所： 石神井敬老館 

日程： １１月２８日(土) 

１２月２６日(土) 
 

時間：午後１：３０ 

～３：３０ 
  

 

よりあい事業（体操教室） 

ボールを使った楽しい体操をします。 

日程：１１月１３日（金） 

   １１月２７日（金） 

 

時間：午後２：００～３：３０ 

場所：石神井庁舎 5階会議室 
（次回 平成27年 12月 11（金）・25（金）の予定です） 
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市川 広美（看護師） 

職 員 紹 介 

 

練馬区高齢者サービスのご案内 

「高齢者在宅生活支援事業」 
～住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることがで

きるよう下記のサービスをご利用いただけます。 

①緊急通報システム ②生活リズムセンサー ③見

守り訪問 ④福祉電話 ⑤配食サービス（※③と④の併

用は不可：費用がかかるものもございます）） 

～対象：非課税世帯で要介護・要支援認定か総合事業

対象者の方かつ、65歳以上の一人ぐらしか高齢者の

みの世帯等（支所にご相談ください） 

[お問い合わせ] 

各担当地域の支所 （石神井支所：5923-1250） 

練馬区では住みなれた地域で安心して暮らし続け

られるように、地域のボランティア（見守り訪問員）

が 65 歳以上のひとりくらしの方を定期的に訪問す

るなどして安否確認を行う高齢者見守り訪問事業

を実施しています。高齢者見守り訪問員として区に

登録し、石神井地域で活動していただける方を募集

しています。 

※活動地域：石神井町 1・3～8 丁目 石神井台 1・

3丁目   連絡先：電話 03―5923―1250 

 

 

高齢者見守り訪問員募集 

 

 
 

これからの季節はノロウィルスに

よる食中毒に注意！！！ 

 

   

これまでの経験を

活かし、チームワ

ークを大切にして

努めてまいりたい

と思っています。

よろしくお願いい

たします。 

 


